
海外の動向について（最新状況）

令和５年５月23日

事務局

資料８－３



説 明 内 容
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3. 米国における事業者間ローミング制度に関するパブリックコメント
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2台湾における事業者間ローミングの導入

 オードリー・タン（唐鳳）部長（大臣）発言 （台湾デジタル発展省（Ministry of Digital Affairs））

 2023年4月19日の会議において、全人民のデジタル・レジリエンス強化のため、緊急時に通信が円

滑に行われるように、非静止軌道衛星や災害ローミングなどの計画を推進していると発言。

 台湾デジタル発展省（Ministry of Digital Affairs）の通信およびサイバーレジリエンス部門

Cheng Ming-tsung (鄭明宗) 氏発言

 緊急時の電気通信の回復力を強化する取り組みの一環として、来年からの 4 年間（2024 年

から 2027 年）に「災害ローミング」を計画している。

 「災害ローミング」では、台湾の国内の電気通信事業者が互いの顧客を「認識」できるようにす

ることを目指しており、戦争を含む緊急事態でもVoIP通信を継続できるサービスを提供するこ

とで、お互いをサポートできるようになる。

 ウクライナとロシアの戦争において、ロシアの攻撃で電気通信事業者の基地局が破壊された

ウクライナでは、人々が他の稼働中の基地局に接続して通信を継続出来ていることを例に挙

げ、それが「災害ローミング」のコンセプトである。

 「災害ローミング」では、クロスネットワークローミングを可能にするために、電気通信事業者は

互いの顧客を認識できる必要があるが、企業に調整を要求するだけであり、顧客はデバイス

をアップグレードする必要はない。

（出典）
https://moda.gov.tw/press/press-releases/4477
https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Eng/Pages/Detail.aspx?nodeid=329&pid=52472767



東アジアにおける事業者間ローミングの導入の取組 3

韓国
 SKテレコム、KT、LGが国内ローミングのシステムを構築する事業者間協定を2019年4月に締結

 2021年6月、火災等による通信障害時に事業者にローミング実施を命令できるように放送通信発展基本法を改正

 2022年8月、科学技術情報通信部が通信会社と韓国ソウル市内で連携合同模擬訓練を実施

日本
 事業者間ローミングに検討会を2022年9月から開催

 2022年12月、自然災害、通信設備の事故、長時間停
電、大規模事故（大規模火災等）等により携帯電話
サービスに障害が発生した事態を対象として、フル
ローミング方式を導入する旨の第1次報告書を公表

 携帯電話事業者等による作業班において技術検討
を開始（2023年1月～）

台湾
 デジタル・レジリエンス強化のため、デジ

タル発展省（Ministry of Digital Affairs）
は、戦争を含む緊急事態でも通信を継
続できる事業者間ローミングを4 年間で
実装する計画を発表（～2027年）



米国における事業者間ローミング制度（MDRI）に関するパブリックコメント

 2022年7月、FCC（連邦通信委員会）は、非常時に事業者間

ローミングを義務的に実施する MDRI（Mandatory Disaster 

Response Initiative) を制度化。【詳細は別頁参照】

 その後、2022年10月、FCCの公共安全・国土安全保障局（Public 

Safety and Homeland Security Bureau）は、将来の制度化を視野に、

事業者間ローミングの実施において、

① ローミング方式の標準化（standardization）を行う必要が

あるかどうか

② 標準化を行う場合、どのような内容であるべきか

についてパブリックコメントを募集。

 コメントの提出期限は2022年11月末であるものの、現在までの

間、本件に関する動きは確認できない。
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出典：https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-22-1054A1.pdf



（参考資料）
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海外における事業者間ローミングの導入例

目 的 実施地域 概 要
ローミング
対象の通信

非常時の通

信確保

米国

 ハリケーン・サンディにより携帯基地局が被災した際、緊急にローミングを実施（2012

年10月）。

 その後、2022年7月、FCC（連邦通信委員会）は、災害時の事業者間ローミングを義務

化する制度 MDRI(Mandatory Disaster Response Initiative) を創設。

 2022年10月、MDRIに基づいて行われたMDRIに基づいて行われた「活動の時期、期間、

効果」についてFCCに提出される報告書に「標準化のメリットがあるかどうか、またその

内容はどうあるべきか」についての意見募集を実施。

•緊急通報

•一般の通話

•データ通信韓国

 SKテレコム、KT、LGの3社が災害時の国内ローミングのシステムを構築する事業者間

協定を2019年4月に締結し、運用を開始。

 警報が発令された場合、1時間以内にローミングが開始。100kbpsまでのデータ通信が

可能。当初は約100万回線分のローミングのための回線を別途用意。

 2021年6月、通信災害防止及び通信網安定性強化の対策のため、放送通信発展基本

法を改正。通信災害が発生した際に、科学技術情報通信部長官が事業者に対して事

業者間ローミングを命令できるように措置。

 2022年8月、科学技術情報通信部が携帯電話事業者等と韓国ソウル市内で連携合同

模擬訓練を実施、2022年11月にも科学技術情報通信部が携帯電話事業者等と韓国

大田（テジョン）市内で関連機関合同で情報通信事故危機対応訓練を実施。

ウクライナ

 ロシアが侵攻中のウクライナでは、有事の携帯電話サービスを維持するため、携帯事

業者３社（Kyivstar、Lifecell、Vodafone Ukraine）が全土でローミングを可能に（2022年

3月7日～通話・SMS、3月12日～ネット接続）

カナダ  2022年9月7日、通信障害時の緊急ローミングの仕組みを構築
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7カナダにおける事故報告制度の意見募集（2023年2月）

 2022年9月、イノベーション・科学・産業大臣の声明において、カ

ナダ・セキュリティ通信諮問委員会に対し、国全体の通信ネット

ワークの堅牢性と信頼性を確保するため、6カ月以内に措置を

打ち出すよう指示。

 その後、2023年2月、CRTC（カナダ・ラジオテレビ電気通信委員

会）から、大規模なサービス停止を委員会、ISED（イノベーショ

ン・科学・経済開発省）、およびその他の関連当局に通知する

こと、サービス停止後の包括的な報告書を委員会に提出する

こと、についてパブリックコメントを募集。【詳細は別頁参照】

 本手続きの結果が出るまでの暫定的な措置として、カナダのす

べての通信事業者に対し、大規模なサービス停止を、通信事

業者がその停止を認識した時点から2時間以内に報告するよう

に指示。さらに、障害発生後14日以内に包括的な報告書を提

出するように指示。

出典：https://crtc.gc.ca/eng/archive/2023/2023-39.htm



8カナダ イノベーション・科学・産業大臣の声明（２０２２年９月７日）
～７月８日に発生した大規模通信事故を踏まえた通信事業の信頼性向上に関して～

https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2022/09/statement-from-minister-champagne-on-
canadas-telecommunications-reliability-agenda-following-rogers-outage-on-july-8-2022.html

○ Rogersの大規模障害後の7月11日、私はRogersや他の通信会社のCEOとの会議を開催。

○ 会議では、まず、15時間以上にわたって通信障害の影響を受けた何百万人ものカナダ人、緊急サービス

プロバイダー、中小企業が持つフラストレーションのことを、彼らに明確に伝えた。

○ 次に、彼らには、カナダ全土のネットワークの信頼性向上のために直ちに行動を起こすように求め、60日以

内に、①緊急ローミング、②事業者間の相互支援、③障害に関する国民・政府への情報開示手順を確保

することについて正式合意に至るよう指示（direct）した。

○ その結果、本日、事業者間の覚書（MOU）の合意が成立。 【→覚書の内容は別頁参照】

○ 今後、いずれかの通信事業者が通信障害に直面した場合、他の事業者は、カナダ国民が愛する人との連

絡、911（緊急通報）へのアクセス、ビジネス取引を行うために必要な支援の提供にコミットする。

○ また、この合意の一環として、大規模障害の発生時、通信事業者は、カナダ国民と関係当局に対して、対

応状況と復旧状況に関する情報をタイムリーに提供することが約束。

○ カナダの主要通信会社間で合意されたことは、最初の一歩に過ぎない。私たちは、強靱な通信の実現に向

け、野心的な３本柱のアジェンダを掲げた。 【 →アジェンダは別頁参照】

○ 追加措置として、カナダ・セキュリティ通信諮問委員会（CSTAC）に対し、国全体の通信ネットワークの堅牢

性と信頼性を確保するため、6カ月以内に措置を打ち出すよう指示。カナダ・ラジオテレビ電気通信委員会

（CRTC）は、Rogersの事故について、同社が導入する再発防止策を含め、詳細な検査を進めている。

第二回検討会での説明資料



9通信の信頼性に関する事業者間の覚書（ポイント）
（Memorandum of Understanding on Telecommunications Reliability）

https://ised-isde.canada.ca/site/mobile-plans/en/memorandum-understanding-telecommunications-reliability

覚書の目的
緊急事態に起因する重大なネットワーク障害の発生時に、(１)両当事者間の緊急ローミング、(２)両当事者
の相互支援、(３)事故時の国民・政府へのコミュニケーション手順を確立するため。

覚書の有効期間 ５年間。その後は１年ごとに自動更新。

署名企業（１２社）

BELL CANADA、BRAGG COMMUNICATIONS INC. 、COGECO COMMUNICATIONS INC. 、ROGERS 
COMMUNICATIONS CANADA INC. 、SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS、SHAW 
COMMUNICATIONS INC.、TBAYTEL、TELESAT CANADA、TELUS COMMUNICATIONS INC. 、
VIDEOTRON LTD. 、XPLORNET COMMUNICATIONS INC. 、ZAYO CANADA INC. 

（１）緊急ローミング
（Emergency Roaming）

緊急事態の発生中、技術的に可能であれば、音声通話、テキスト、データローミングサービスの全部ま
たは一部を提供する。このため、事業者は個別にローミング協定を締結する。

障害発生事業者は、ローミング開始宣言を他事業者に電話連絡した場合、緊急ローミングが開始される。

救済事業者側は、宣言を行った事業者に情報を要求することができる。【詳細は次頁参照】

救済事業者側は、顧客に提供するサービスに著しい悪影響（materially adversely impact）を及ぼさない
合理的な範囲で緊急ローミングを提供する。

緊急ローミングは、通信障害が復旧した時点で、できるだけ早期に停止させる。

緊急ローミングを提供する際、実行可能な範囲で、911アクセスの音声トラフィックをネットワーク上の他
のトラフィックより優先して伝送する。

（２）事業者間の相互支援
（Mutual assistance）

通信障害が発生している事業者に対して、①建物・車両の物的資産の共有、②機器又は後方支援の共
有、③スタッフまたは人的資源の共有、④9-1-1 ネットワークへのアクセス、⑤認可された周波数の共有
による相互支援を行う。

相互援助に要した費用・経費は請求書により相手方に請求することができる。

（３）障害に関する国民・
政府への情報開示手
順

通信障害発生後、２時間以内に、手順に従って公衆及び政府に対して、障害に関する情報提供を行う。

 そのアクションプランを策定し、毎年見直すことで実効性を維持する。

重大な通信障害の場合、利用者と代替ネットワークを経由した双方向通信が可能になるようにする。

第二回検討会での説明資料



10緊急ローミング開始時に携帯電話事業者間で情報共有する内容

https://ised-isde.canada.ca/site/mobile-plans/en/memorandum-understanding-telecommunications-reliability

救済事業者側は、緊急ローミングの開始宣言を行った事業者（障害が発生した側）に
対して情報をただちに要求することができる。要求を受け取った事業者は、これらの情
報の提供に向けて合理的な努力を行う。（MOU 別表A 第9条より）

1. ネットワーク障害の状況説明（a description of the Critical Network Failure）

2. 障害発生場所（location(s)）

3. 推定される障害継続期間（estimated duration）

4. 影響を受けるネットワークノード（impacted Network nodes）

5. （同時に）緊急ローミングを提供する他の事業者の情報（identification of any other
Parties providing Emergency Roaming）

6. 必要な緊急ローミングの種類と量の推定（加入者数、セッション数、トラフィック量）
（an estimate of the type and quantity of Emergency Roaming required in both number of
subscribers/sessions and the amount of traffic）

第二回検討会での説明資料



米国 大規模災害時の義務的な事業者間ローミング制度（MDRI）

（出典）https://www.fcc.gov/document/fcc-acts-improve-network-resiliency-during-disasters

 2022年7月、FCC（連邦通信委員会）は、ハリケーンや山火事、長時間停電等の災害時に携帯電話事業者間でローミングを義務的
に実施するMandatory Disaster Response Initiative (MDRI) を制度化

 それまでは、AT&T Mobility、CTIA、GCI、Southern Linc、T-Mobile、U.S. Cellular、Verizon Wirelessの7社が参加する自主的なフレー
ムワークとして事業者間ローミングが実施される体制だったが、今回、これを全ての携帯電話事業者の義務として制度化したもの。

 ローミングの義務化は、災害現場における災害対処及び復旧活動を強化に資するものであり、かつ、生命・財産が危機に瀕してい
る一般市民に対して緊急の通信サービスを提供するためのもの、とFCCは位置づけている。

【MDRI制度の概要】

1. 電気通信設備を設置する携帯電話事業者（Facilities-based mobile wireless providers）は、連邦緊急事態管理庁（FEMA）が災害に
関する緊急事態を宣言した場合（ESF-2）、または、FCCが災害情報報告システム（DIRS：Disaster Information Reporting System）を
発動した場合、技術的に可能なときには、以下の条件の下、事前に締結した協定に基づき事業者間ローミングを提供する義務を負う。

① 被災事業者のネットワークが動作不能となり、自身のネットワークの復旧を試みる全ての取り組みを実施した場合

② ローミングを提供する救済事業者側が、ローミングの提供が技術的に可能であり、かつ、救済事業者側の加入者向けのサービ
スに不利な影響を及ぼさない（※）、と判断した場合

2. さらに、携帯電話事業者は次の義務を負う。

① 他の事業者の要請に応じて、事業者間ローミングの援助を提供するための相互援助協定を事前に締結すること。

② 自治体の災害の準備・復旧を強化するための合理的な措置を講じること。

③ 消費者の準備を促すための合理的な措置を講じること。

④ 携帯電話サービスの提供状況やインフラの復旧状況に関して、一般市民の認識や関係機関とのコミュニケーションを向上させ
るために合理的な措置を講じること。

3. 携帯電話事業者は、毎年、事業者間ローミングに関する設備的能力や調整手続に関して他の事業者と双方向にテストを実施する義
務を負う。これにより、MDRIが発動された際、迅速にローミングを実施できるようにする。

4. 携帯電話事業者は、 MDRIの取組を行った場合は、実施時期、期間、効果を詳述した報告を60日以内にFCCに提出する義務を負う。

5. 携帯電話事業者は、FCCに要求された場合、事業者間で締結した相互援助に関する協定書のコピーを提供する義務を負う。（協定
書は期限到来後少なくとも1年間は保存義務を負う。）

6. FCCは、災害情報報告システム（DIRS）に災害関連地域の郡ごとに集計された携帯電話基地局の停止状況に関するデータを掲載し、
サービスの提供状況と普及状況に関して、一般市民や関係機関に情報提供する。

※ “the provider receiving the request (home provider) has determined that roaming is technically 
feasible and will not adversely affect service to the home provider’s own subscribers”
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米国・災害対応のための義務的な事業者間ローミング制度（MDRI）のイメージ

（出典）https://www.fcc.gov/document/fcc-acts-improve-network-resiliency-during-disasters

【MDRIの目的】
 生命・財産が危機に瀕している状況において、一般市民や消費者に緊急の通信サービスを提供
 携帯電話ネットワークの強靱化、災害現場における災害対処及び復旧活動を強化
 弾力性のある通信ネットワークによる通信への平等なアクセス実現

【発動要件】
① 連邦緊急事態管理庁（FEMA）が災害に関する緊急事態を宣言した場合（ESF-2）
② FCCが災害情報報告システム（DIRS）を発動した場合
③ FCCの公共安全・国土安全局長がMDRIの発動を宣言した場合

ハリケーン、山火事、長時間停電等の災害発生！

事前に締結された協定に基づき、事業者間ローミングの提供義務
同時に、携帯電話事業者は、携帯電話サービスの提供状況やインフラの復旧状況に関して、
一般市民の認識や関係機関とのコミュニケーションを向上させるために合理的な措置を行う。

【携帯電話事業者のその他の義務】
① 毎年、事業者間ローミングに関する設備的能力や調整手続に関するテストを実施
② MDRIの取組を行った場合、報告書を60日以内にFCCに提出
③ FCCに要求された場合、事業者間で締結した協定書のコピーを提供
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13韓国における事業者間ローミングの導入経緯

 2018年11月、KT（Korea Telecom）の通信ビルの地下通信管路において大規模な火災が発生

し、ソウル中心部の一部地域で数日間にわたり携帯電話やインターネットが不通になった。

 この事故を踏まえ、韓国政府は2021年6月、通信災害防止及び通信網安定性強化の対策の

ため、放送通信発展基本法を改正。

 通信災害が発生した際に、科学技術情報通信部長官が移動通信事業者に対して事業者間

ローミングを命令できるように措置。

○ 放送通信発展基本法 [施行2021.12.9.][法律第18198号、2021.6.8.一部改正] 【仮訳】

第37条の2（災害時無線通信施設の共同利用等）
① 移動通信サービス（移動通信端末装置流通構造の改善に関する法律第2条第1号による移動通信サービスをいう。 以下
同じである。）を提供する主要通信事業者は、移動通信サービス利用者が放送通信災難が発生した場合にも移動通信サー
ビスの提供を受けられるよう、他の移動通信事業者との協定締結、システム構築等無線通信施設の共同利用のために必要
な措置をとらなければならない。

② 科学技術情報通信部長官は、次の各号の要件に全て該当する場合、移動通信事業者が他の移動通信事業者に無線通
信施設の共同利用を許可するよう命ずることができる。
1.「災害及び安全管理基本法」第38条により警戒以上の放送通信災難警報が発令された場合
2.放送通信災害により移動通信サービスの障害が発生した移動通信事業者が科学技術情報通信部長官に要請する場合

③ 第2項の規定による無線通信施設の共同利用対価は、無線通信施設の共同利用を許容した移動通信事業者が電気通信
事業法第38条により他の電気通信事業者（電気通信事業法第2条第8号の電気通信事業者をいう）と協定を締結した当該年
度の卸売提供対価を基準とすることを原則とする。 ただし、無線通信施設の共同利用代価と関連して移動通信事業者間の
別途の協定がある場合、これに従う。

④ 第1項から第3項までに規定した事項のほか、無線通信施設の共同利用の範囲、手続きおよび方法などに関して必要な事
項は科学技術情報通信部長官が定めて告示する。
[本条新設2021.6.8.] 第一回検討会での説明資料
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